
抑
〔
謀
総
相
鯉
議
庄

DELL_User
スタンプ



用船請負契約書

1 契約件名

2 船舶の要目

船樋船質 |船 名 i総屯数 機関の種知 カ |i車 備 考

3 用船料

名 件 航海 1回当りの用船料 航海区間 <<n 考

4 契約期間 令承l 年 月 日から令和 年 月 日まで

上記のとおり用車するについて、発注者 支出負担行為担当官 は、受注者

と、次的条例により締官契約を締結する.



(総!!II)

第 I!長 受注者は、持注者の要求により説書の船舶(以下 f使用船j とbづ.)を提供するものとし、暗注者は、こ叫に対し、 m船料を支払うものと
する.

2 発注者は.使用船を用船するときは、用船町出I固までに畳注者に対して、その旨通知するものとする.

(仕儀書等的解釈噂)

第2条 仕犠書等について疑議を生じたとき又は仕様書等に明記されていない事項については、発住者受注者協議Lて定めるものとし、畳技者は、そ

の他軽徴なものについては、発沌者又は監脅すべきことを命ぜられた職員(以下 「監骨職員Jとbづ.)の解釈若し〈は指示に従い、制負金額の範

囲内においてJlJ船を行うものとする園

(監督職員)

第3'"発注者は、監督職員を命じたときは その官職及び氏名を受注者に通知するものとする.
2 受注者は、監督職員の監督の実胞について必要な費用を負担するものとする.

3 受注者は他の条項に定めるもののほか.監督職員から監督の実施について必要な資料の健出又は鑑示を求められた場合には、これに応ずるもの

とする.

4 畳注者は、監督臓貝から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする.

{一括再香託等の禁止)

第5条 畳注者は、車務的全部を一括して、又は主たる部分を第三者に番任し又は符け負わせてはならない.

2 前項の「土たる部分Jとは、農務における総合的企画、聾務遂行管理、手法の決定且ぴ技術的判断等を宮うものとする.

(再香託且びi!J:昏託内容符の変更的事l拍車知義務)

第6条 畳注者は、韓務の一部(r主たる部分」を除く.)を第三者に昏任し、又は制け負わせようとするとき(以下 rjヰ昏托Jという.)は、あらか

じめ再昏託的相手方的住所、氏名、 I年番目tを行う業務的範囲、再香託の必;a'性)Aび契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承胞を得な

ければならない。



なお、再委託の内容を変更しようと寸るときも問機とする.

2 前項の規定は、受世帯がコピー、ワープロ、印刷、製本、 トレース、資料盤sJ!.計算処煙、彼型製作、翻訳、重参考書持、文献購入.消耗品購入、

会場惜上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。

3 受注者は、第 1頃にて承諾を得た場合において 博昏託の相手方がさらに再昏託を行うなど複数の段階で再昏託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除吉、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再香託受託者Jという.)u)住所、氏名、再書官壬を行う車務の範囲を記載した書面

(以下「履行体制に閲する書而」とし、う.)を捷注者に健出しなければならない.履行体制に閲する書面の内容を変更しようとするときも同様とす

る.

4 畳注者は、両Ij項の場合において、発注者が適正な履行的確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならなし、

5 第 l項のなお書きの胤定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない.

(再香託畳託者に対する監督)

第7*'受注者{士、見注者又は監骨臓員が再委託受託者に、制負人に対すると同傑の敢曹をすることができるように必要な措世をとらなければならな
b、.

(代理人等にi潤する措櫨要求)

第 8~ 発住者又は監督織目は、現場代理人その他受注者の代理人(下知負人は代理人とみなす.以下同じ固).主任技術者、使用人又は労務者等でこ

の契約の履行につき著しく不適当と認められる ものがあるときは、受注者に対L、事由を明示して.必要な指世をとるべきことを求めることができ

る.

(臨時の代船)

第9条 受注者は、使用船を修繕する場合その他真にやむを得ないミl'由がある場合は、発注者の承認を得て性能、設備等において使用船と同等以上の

船舶を臨時に代船として提供することができる.

(物価変動による用船料の変更)

第 10条 物価変動その他予期することの出来ない事由に基づ〈経済情勢の激変噂により 用船料が著1..<不適当と認められるに至った喝合、発注者



受注者協議して、これを変更することができるものとする.

(使用船の航海)

第 11 iI¥ 使用船(第 3~長円規定による臨時的代船を吉む. 以下同じ)の航海は、発控者の指，]:;によるもの とする.

2 風雨その他気象、海象等U)状況により前lJiの期日に航海できないとき又は発症者の都合により同墳のj明日以外の日に航海を必要とするときは畳

住者は、発注者ーの請求により、所定の期目前桂における適当な日又はその必要とする日に、航海するものとする.

3 受注者は、第 i項且び第2lj'iに定めるもののほか、人文は物件の運栂且びその*下船又は揚げ曲lし作業その他使用船の航海に1*1する事項について、

発注者の指示に従わなければならない.ただし、航海の安全にl到し、法令 t受注者又はその代理人若しく は使用人町職貨に属する事項については、

この限りでない.

(経費等の骨担)

第 12条 使用船の航海に要する経費は、宝注者の負担とする.

2 航海中に生じた使用船の棋史文はき損による制審は.量産者の負担とする.ただし、その滅失又はき慣が発注者の故意文は亜大な過失による場合

は、控注者の負担とする.

3 使用船に属する公租公課は、受注者の負担と寸る.

(倒害賠償)

第 13条 受注者は、使用船の航海中、故意又は重大な過失により、発注者の物件を滅失、き制する時発注者に111害を生ぜしめたときは.その掛寄を

賠償しなければならない.

(朋船料の諮求且び支払)

第 J4長受注者1士、用船料を発注者iこ鈴求するも的とする.

2 使用船の出航後風雨その他の不可抗力により所定の航海ができなかった場合において、燃料費その他航海に要した実費を苑住者に刺求することが

できる.

3 前項の実費額iま、発注者畳技者協議して定めるものとする。



4 発注者は、受注者が徒出する適法な支払制求書を畳理した日から 30日以内(以 fr約定期11111とL、う.)に海上保安庁において、 m船料を畳住
者に支払うものとする.

5 発注者は、受注者から支払請求占を畳瑚した龍、その請求書の内容の全部又は一部が不吋であることを尭且したときは、その事由を明示して、こ

れを受注者に返付するものと寸る.この場合において、その請求書を返付した日から発注者が畳注者の是正した支払請求書を受躍した日までの期間

は約定期間に算入しないものとする.ただし、その請求書の内容の不当が受注者の位置又は重大な過失によるものであるときは、温法な支払拘求書

の徒出がなかったものとし、受注者の是T巨した支払絹求書をあらためて畳思した日から約定期間を計揮するものとする.

(迎延利息)

第 15~長 発注者1;1 約定期間にJ十l船料を支払わないときは、畳注者に対し、迎延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の相iは約定期間}満了の日の塑日から支払をする日までの日数に応じ、年2. 5パーセントとする.ただし、受注者が代金の畳制を迎柑

した日数及び天民地産等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は約定期間lに昨入せず、又は遅延利也を主払う口数に計算しないものとす

る.

3 前項の繰定により計揮した週延利息の額が 100円未満であるときは、遅延利。且を支払うことを喪せず、モの額に I00円未満の端散があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする.

(契約の解除)

第 I6条 発注者は、次回各自のーに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除する二とができる.

( I ) 畳注者から解約の(11L出があったとき.

( 2 ) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人に不正行為があったとき.

(3) 受注者が第 4~匹、第 5~拒且び第 6~駐の規定に違反したとき.

(4 ) 前各号のほか、受注者が製品つに温反L、そのため発注者が契約の目的を遣することができなかったとき.

( 5 ) 畳注者が破産的立告を畳け.JI.は居所不明となったとき.

(6 ) 発注者の郁告により解約を必要とするとき.

2 前項第1丹ーから第4孝jーまでの場合において、畳注者は、違約金として解約部分に対するm船料ω 10分の lに相当する企舶を発注者に支払わなけ
ればならない.ただし.!有 1-qの場合において、受注者ーの責めに帰することができない車山があるときは、この限りでない.



3 第 1項第6骨の場合において、発注者は、受注者に割高が生じ解約桂30日以内に拍求があるときは、その抵i害を賠償するものとする.

4 前哩iの!u寄額は、唖注者受注者協議して定めるものとする。

5 受注者(受注者が共同企業体であるときは その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ.)が次の各号のb、ずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。

( 1 ) 役員等(畳注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその主脂若しくは常時契約を締結する事務所

の代表者をいう.以下二の晶において同じ.)が、暴力団員による不当な行為的防止等に関する法律(平成3年法ll'筋 77骨.以下「暴力団

対策法j とし寸 . )第 2~第 6 号に規定する暴力団自(以下『暴力団員J という 。)であると総められるとき，

( 2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2骨に規定する暴力団をいう.以下同じ.)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き.

( 3) 役n等が、自己.自干j若Lくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に剖容を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する
などしたと認められるとき.

( 4 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力l.

若しくは関与していると認められるとき.

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき聞係を有していると認められるとき

(6 ) 下問梨約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき

(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下舗契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当寸る場合を除

く.)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき.

6 前項円規定によりこの契約が解除された場合においては、畳住者は、拘負代金鎖的 10分の 1に相当する制を違約金として発注者の指定する期間

内に支払わなければならないロ

{相殺等)

第 17晶 この契約により発注者が畳注者から収併すべき違約金等がある場合において、発技者が該当金額と相殺することができる債務を受技者に対

し有するときは、これを相殺するものとする.

2 前項の組定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は括注者がi童約金を徴収する場合において、受註者は.発注者の期定



する抽当の期限までにこれらの金制を支払わないときは、発注者に対し、遅延和J.sを支払わなければならない.ただし、当核収得金又は違約金が L

000円末満の場合は、この限りではない.

3 第 15~第 2ffi1i.び第3lJiの縦定i立、JlII項の遅延利目、について準用する.この場合において、同条第2項中 f年 2.5パーセント」とあるのは「年

3パーセント」と、同条第2項ただし画中、 f受注者fJとあるのは『発注者j と、第3項IIJrl00円」とあるのは r1円jと、読み替えるものと

する.

(鮫合等不正行為があった掛合的進約金宵)用船料

第 18!軽 量住者が、次にぬげる場合のいずれかに該当したときは.受注者は、指注者の問求に基づき、則船料(この契約締結龍、1ft船料の変買が

あった場合には、産直接的問船料)の 10分の lに相当する制を違約金として発注者的指定する即11町内に支払わなければならない.

(I) この契約に閲し、畳注者が私的独占の然止且び公正取引の陥保に出lする法11'(1咽'n22年法柑第 54号.以下「狙占然止法j という.)第3条の
焼定に違反し、又は畳注者が柵成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8~第 1 骨的腕定に違反したことにより、公正取引署員会が畳注者に対

し、独占禁止法第7長の2第[l耳{狙占然止法第8'"の3においてE作用する場合を含む.)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令J

という.)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占燐止法節目条第2項の焼定により取り消された場合を古む.)

(2) 納付命令又は組占祭止法第7'"若し〈は第8識の2の組定に基づく排除情置命令 (これらの命令が畳注者又は畳注者が構成事業者である司停車

者団体(以下 I畳注者等Jという.に対して行われたときは、受注者等に対する命令で徹定したものをいい、受注者暗におIして行われていないと

きは、書名宛人に対する命令すベてが確定した場合における当政命令をいう.肱号において同じJ において‘この契約に閲し、独占鎖Jt法第3

条文は第8条第 1号の胤定に造反する行為の実行止 Lての事業活動があったとされたとき.

(3) 前号に脱定する納付曲令又は排除措置曲令により、受注者等に独占鎖止法第3条文は第8J拒第 l号の規定に違反する行為があったとされた期

問且ぴ当核造反寸る行為円支IIiIとなった取引分野が示された場合において この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引昏

員舎が畳注者に対して納付命令を行b¥これが確定したときは、当該納付命令における際徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く.)に入札(且積書の徒出を青む.)が行われたものであり、かっ.当該取引分野に政当するものであるとき.

(4) この契約に関し、畳技者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む.)の刑法(明治 40年法相第暗号)第由来的6又は独占祭止法第80

条第 l項若しくは第 95条第 1j置第 i号に脱定する刑が確定したとき.

2 受注者が前項の違約金を発注者目指定する期間内に支払わないときは‘畳注者l立、当政j刷聞を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年3パーセントの割合で計算した舶の遅延利息を発注者に支払わなければならない.



(契約外の事項)

第 I9条 この契約の履行について、発注者受注者IlIJに紛議を生じたときは、提注者 ・畳注者協議して解決するものと寸る.

以上契約を粧するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各 1通を保有する。

住所

発注者

氏名

住所

受注者

氏名


